
令和７年1１月５日 

庁議室 

荒川区町会連合会会議次第 

 

１ 会長あいさつ 

 

２ 区民生活部長あいさつ 

 

３ 議題 

（１）関係団体からの依頼事項 

①下水道管工事のお知らせについて 

(東京都下水道局) ······································· ２～５ページ 

 

②区民ミュージカル「あらかわ宝物さがし物語～ＰＡＲＴ３～」の開催について 

(荒川区地域魅力発信実行委員会) ····················· ６～７ページ 

 

 

（２）区からの依頼事項 

③人権擁護委員及び人権週間事業の周知について 

 (総務企画課) ··········································· ８～９ページ 

 

④高齢者スマホ購入費助成事業の実施について 

(高齢者福祉課) ······································ １０～１２ページ 

 

⑤令和７年度荒川ふるさと文化館企画展「千住宿-開宿400年-」のポスター掲示について 

                     (生涯学習課) ········································ １３～１４ページ 

 

⑥わたしの便利帳（令和７年１１月発行）の発行について 

                     (広報課) ··················································· １５ページ 

 

⑦空き家セミナー＆個別相談会チラシの回覧について 

                     (住まい街づくり課) ································· １６～１８ページ 

 

（３）町会連合会運営事項  

⑧町会啓発ポスターの掲示依頼について 

⑨地域コミュニティにおけるLINE活用事例集 

⑩町会公式LINEの紹介コーナー 

 (区民課) ············································· １９～３７ページ 

 

４ 情報交換 

 

５ 次回   １２月５日（金） 午後４時 特別会議室 
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７荒地魅第１７号 

令和７年１１月５日 

（ 公 印 省 略 ） 
 

町会連合会会長 各位 
 

荒川区地域魅力発信実行委員会 

委員長 小林 清三郎 
 

区民ミュージカル「あらかわ宝物さがし物語～ＰＡＲＴ３～」の開催について 
 
清秋の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

荒川区地域魅力発信実行委員会では、芸術文化活動を通じて区の魅力を区内外に発信する

ことを目的として、１２月に区民参加型ミュージカル「あらかわ宝物さがし物語～ＰＡＲＴ

３～ 魅力発信あらかワンダーランド」の公演を予定しております。 

つきましては、広く区民の皆様へのご周知にご助力賜りたく、誠に恐縮にございますが、

町会掲示板にポスターを掲示いただきたく、お取り計らいのほどよろしくお願い申し上げま

す。 
 

記 
 
１ 公演会の概要 

（１）開催日時  令和７年１２月１４日(日) ２回公演 

第１部 午前１１時開演（１０時３０分開場） 

第２部 午後３時開演（午後２時３０分開場） 

（２）会  場  荒川区民会館（サンパール荒川） 大ホール 

（３）内  容  区民オーディションに合格した８０名（小学生３２名、中学生２名、 

         高校生２名、大学生２名、大人４２名）による、区の魅力発信をテーマ 

としたオリジナルミュージカル 

（４）チケット  大人   ３，５００円 

（４）料金    小中高生 ２，０００円 

親子   ４，５００円（大人１名と小中高生１名） 

※未就学児は入場不可（申込制の託児サービスをご利用ください） 

※ＡＣＣ友の会は、上記料金の１割引き 

（５）チケット  令和７年１０月１日（水）から販売中  
（５）販売    町屋文化センター、サンパール荒川、ムーブ町屋、日暮里サニー

ホール、ＡＣＣチケット購入サイトなど  
 
２ ポスターの内容 

ＰＲポスターＡ４版（添付のとおり） 
 
３ 希望掲示期間 

お手元に届きましてから、令和７年１２月１４日（日）までで可能な期間 

 

【問い合わせ】荒川区地域魅力発信実行委員会事務局 

地域文化スポーツ部文化交流推進課文化振興係 

電話 ３８０２－３７９５ 

担当者 向井、田口、橋口 

 

6



7



吉田 和代

人権擁護委員全員が学校を訪問して人権についての授
業を行い、思いやりの心や人権尊重の大切さを一緒に
考える取り組みを行っています。令和7年度は、赤土
小学校・汐入小学校・第四中学校の３校に、計１１名
が訪問しました（見学の新任委員１名を含む）。

小学生が身近にある人権についての考えを
メッセージにすることで、人権への理解を深
め、人権尊重の意識を育むことを目的に実施
しています。令和7年度は、担当委員４名が
第六瑞光小学校で授業を行いました。

子どもたちの人権メッセージ

次代を担う中学生が、日常生活で感じた人権に関す
る作文を書くことを通じて、人権尊重についての理
解を深め、豊かな人権感覚を身につけることを目的
に実施しています。
令和7年度は、担当委員３名が第四中学校で授業を
行いました。

子どもたちが協力して花を育てることを通じて、
命の大切さや思いやりの心を育むことを目的に実
施しています。令和7年度は、第六瑞光小学校と
尾久西小学校で、担当委員各２名が朝礼にて講話
を行いました。

法務局「みんなの人権110番」の電話相談も、各区
の委員が輪番で対応しています
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７荒福高第２９０９号 

令和７年１１月５日 

（ 公 印 省 略 ）  

各町会長・自治会長 様 

 

                      荒川区福祉部高齢者福祉課長 

 田上 誠二 

 

高齢者スマホ購入費助成事業の実施について 

 

日頃より荒川区の高齢者事業へご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

荒川区では、インターネット等を利用できる人とできない人の間で生じる情報格差の解

消を図り、生活利便性を向上させるため、対象スマートフォンを初めて購入された高齢者

を対象として、購入費の一部を助成することとなりましたので、お知らせいたします。 

助成方法等の詳細につきましては、１１月１１日発行の区報をはじめ、区ホームページ

等にてお知らせする予定です。 

事業の支援対象の方がお近くにいらっしゃいましたら、ご周知いただけますと幸いです。 

 

記 

 
１ 対象者 

  荒川区に住所を有する満６５歳以上（令和８年３月３１日時点）で、対象スマホを 

初めて購入する方 

 

２ 助成額 

上限３０,０００円（対象者 1人につき１回限り） 

 

３ 申請期間 

令和７年１１月１１日（火）～令和８年３月３１日（火） 

 

４ 申請までの流れ 

①事前に来店予約の上、協力店舗で対象スマホを購入 

②協力店舗でスマホ教室を受講（東京都公式アプリ等のインストール） 

  ③購入したスマホで助成金を申請（協力店舗のスタッフが支援） 

 

 

※その他、助成対象経費、助成要件等の詳細は、別紙チラシをご参照ください。 

 

 

【問合せ先】 

                    荒川区 福祉部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 

        担当 小嶋・遠藤 

                    電話 03（3802）3111 内線 2678 

10



高齢者の初めてのスマホ購入で
最大３万円を助成します！

荒川区に住所を有する満６５歳以上で、下記の対象スマホを初めて購入する方

ガラケー(フィーチャーフォン)からの買い換え、

東京都公式アプリ「東京アプリ」未対応(※2) / NFC認証機能未対応のスマホからの買い換えも含みます。

助成対象者

対象スマートフォンを初めて購入する65歳以上の方を対象に助成します。
スマホをお持ちでない方、ガラケーからスマホに買い換えを検討されている方は、この機会にスマホ
を購入してみませんか。

助成対象経費

① スマホ本体購入費（データ通信契約をしたものに限り、１人につき１台まで）

② 充電器購入費（スマホ本体に同梱されていない場合、スマホと同時に購入した１個まで）

③ 契約事務手数料

④ アカウント設定料（Apple ID又はGoogleアカウントの設定費）

⑤ データ移行手数料

⑥ 店頭サポート費（月額サービスの場合は初月分に限る）

助成要件

◆申請者が対象スマホを過去に購入したことがないか、購入店の確認を受けること

◆自ら使用する目的で対象スマホを購入し、通信契約を行うこと

◆購入する対象スマホはiOS16以上またはAndroid9以上であり、NFC認証機能及び音声入力機能が

搭載されていること

◆購入店が開催するスマホ教室やこれに準ずる個別相談等(※3)において、下記を行うこと

・「東京アプリ」「荒川区防災アプリ」のインストール

・「東京都LINE公式アカウント」の友だち登録

令和７年度 荒川区高齢者スマホ購入費助成金交付事業

令和７年１１月１１日(火)～令和８年３月３１日(火)

申請期間

上限 ３０，０００円 (対象者１人につき１回限り）

助成額

下記①～⑥の総額が助成対象経費となります。
店頭割引やクーポン等の適用後の金額が助成対象経費です。スマホ購入時に付随するものに限ります。

荒川区が指定する協力店舗で購入すること（協力店舗は裏面を参照）

（令和８年３月３１日時点）

iOS１６以上 又は Android９以上 であり、

NFC認証機能(※1)及び音声入力機能が搭載されている機種

※3 事業者(キャリア)により、有償となる場合があります。詳しくは各協力店舗へお問い合わせください。

※1 マイナンバーカード等を読み取る、スマホを近づけるだけで通信ができる機能

※2 iOS15以下、Android8以下
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必要な持ち物

✅ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など）

✅ 本人名義の通帳やキャッシュカード

助成金申請に必要な次のものをお持ちください。

協力店舗

ＮＴＴドコモ

KDDI

ソフトバンク

必ず来店前にご予約ください。予約の際に、
「荒川区スマホ購入費助成利用」とお伝えください。

ドコモショップ西日暮里店

荒川区西日暮里５-２６-８

スズヨシビル 1F

西日暮里駅：徒歩１分

TEL 0120-６５６-３６０

申請までの流れ

①協力店舗へ
電話などで事前の

来店予約

下記の協力店舗以外での購入は助成対象となりません

転売目的・虚偽申請その他不正行為により
助成を受けた場合は、

全額返金していただきます。

≪問合せ先≫ 荒川区 高齢者福祉課 高齢者福祉係

電話 03(3802)3111 内線2678

荒川区ホームページは
こちらから

下記の協力店舗にて、②～④を購入当日に実施します。

②協力店舗で
対象スマホを購入

③スマホ教室を
受講

④助成金の申請
（電子申請）

ドコモショップ町屋店

荒川区荒川7-50-9

サンポップマチヤ 2F

町屋駅：徒歩１分

TEL 0120-７７７-２００

ドコモショップ南千住店

荒川区南千住4-7-2

LaLaテラス南千住 ２F

南千住駅：徒歩４分

TEL 0120-２３０-３６０

auショップ日暮里

荒川区西日暮里2-19-10

KSビル 1F・2F

日暮里駅：徒歩１分

TEL 0800-700-0640

auショップ町屋

荒川区町屋1-3-7

町屋駅：徒歩3分

TEL 0800-700-06６７

auショップ南千住

荒川区南千住4-7-1

BiVi 1F

南千住駅：徒歩２分

TEL 0800-700-0670

ソフトバンク西日暮里

荒川区西日暮里5-24-8

増田ビル 1F

西日暮里駅：徒歩１分

TEL 0３-５６１５-５５８５

ソフトバンク町屋

荒川区町屋2-2-20

町屋駅：徒歩3分

TEL 03-5692-2300

ソフトバンクBiVi南千住

荒川区南千住4-7-1

BiVi 1F

南千住駅：徒歩２分

TEL 0３-３８０３-１１８７

ソフトバンク日暮里

荒川区西日暮里２-19-4

たちばなビル 1F・２F

日暮里駅：徒歩１分

TEL 0３-５６０４-３５５１

※スマホ契約に必要な持ち物は、協力店舗までお問い合わせください。

※申請内容確認後、区が助成金を本人口座に振込みます。（申請から２か月後目安）
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７荒地生第１９５９号 

令和７年１０月  日 

（ 公  印  省  略 ） 

 

各 町 会 長 様 

 

地域文化スポーツ部 

生涯学習課長 篠原 啓輔 

 

 

町会掲示板へのポスター掲示について（お願い） 

 

 

 平素より、荒川区立荒川ふるさと文化館の運営にご理解とご協力をいただき、

誠に有難うございます。 

 さて、荒川ふるさと文化館では、令和７年度企画展「千住宿-開宿 400 年-」を

開催しております。絵図・浮世絵・名所案内・道中記、まちの看板や商店の資

料・古写真などから、千住宿の歴史や文化を紹介し、千住宿のにぎわいや今日に

至る変遷を紹介します。 

つきましては、広く区民の皆様にご案内するポスターを制作いたしましたので、

誠に恐縮に存じますが、下記のとおり町会掲示板に掲示していただきたく、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ ポスターの内容   

荒川区ふるさと文化館企画展 

「千住宿-開宿 400 年-」 

  Ａ４版（添付のとおり） 

 

２ 希望掲示期間  令和７年１１月３０日（日）までで可能な期間 

 

 

問合せ等 地域文化スポーツ部生涯学習課 

荒川ふるさと文化館 

担当：野口 三枝 

電話：（３８０７）９２３４ 
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７荒区広第392号 

令和７年１１月５日 

（ 公 印 省 略 ） 

各 町 会 長  殿 

荒川区区政広報部広報課長 

 木下 兼吾 

 

 

わたしの便利帳（令和７年１１月発行）の 

発行について（通知） 

 

 

 日ごろから、当課の事業にご協力いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 このたび、令和７年版のわたしの便利帳を発行いたします。本

冊子は２年に一度発行しておりますが、今年度から全戸配布を行

わず、各区民事務所・区役所本庁舎での配布といたします。 

 なお、体調面の不良やその他の理由により、取りに行くことが

難しい場合は、郵送配布も可能ですので、下記の問合せ先までご

連絡ください。 

 

 

記 

 

１ 配布開始日  令和７年１２月１日（月） 

 

２ 配布場所   各区民事務所、区役所本庁舎 

 

 

【問合せ】 

 荒川区区政広報部広報課 

 担当 安藤、尾澤 

電話３８０２－４９５７ 
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令和７年１１月５日 

（ 押 印 省 略 ） 

各町会長・自治会長 殿 

 

荒川区町会連合会会長 鳥飼 秀夫 

 

 

町会啓発ポスター掲示依頼について 

 

 

 日頃より町会活動にご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

 この度、町会の意義や大切さを啓発するポスターを作成いたしましたので、下記の通

り町会掲示板に掲示していただきたく、お取り計らいのほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

記 

 

1 ポスターの内容   

「知ってる？町会ってすごいぞ！」ＰＲポスターA４版（添付の通り） 

 

 

２ 希望掲示期間 

令和７年１２月末までで可能な期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ   

荒川区区民課庶務係 担当：関沢                    

   電話 03-３８０２-３１１１（内線２５１３） 
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✓ 公式LINEの運用開始に併せてホームページを開設

✓ ホームページに「町会の紹介」、「回覧板・掲示板のデータ」、
「年間行事」などを掲載

✓ ホームページは「情報を格納する倉庫」としての役割

✓ 公式LINEは「メッセージ配信」と「ホームページに繋ぐ
ゲート」としての役割

ポイント

南千住六丁目本町会 約１６００世帯町会公式LINE紹介コーナー
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